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序 章 海岸保全基本計画の策定について 

 

第１節 計画の背景  

（１）「日向灘海岸保全基本計画」の概要 

昭和31年に制定された海岸法は、津波や台風、波浪、侵食等の災害に対して、人命や財産を災害か

ら守るとともに、国土の保全を図ることを第一の目的としていた。しかし、余暇需要の増加、砂浜の

侵食やゴミ問題の深刻化、海域の汚損などの海岸を取り巻く変化が顕著となってきたことを受けて、

新たな海岸のあり方として、災害に対する安全の一層の向上と良好な海岸環境の整備と保全とが図ら

れ、さらに、人々の多様な利用が適正に行われる空間となることが求められるようになってきた。 

このような背景から、平成11年に海岸法が改正され、旧海岸法の目的であった「海岸の防護」とと

もに、新たに「海岸環境の整備と保全」及び「公衆の海岸の適正な利用の確保」という２つの目的が

加わり、これらの３つの目的が調和するよう総合的に海岸の保全を推進することとなった。また、改

正海岸法(平成11年)では、海岸の保全に関する基本的方向性を明らかにするとともに、地域の意向等

を反映するため、国が「海岸保全基本方針」（平成12年５月公表）を定め、この基本方針に基づいて、

都道府県知事が管内の海岸について、「海岸保全基本計画」を定めることとなっている。 

上記の海岸法の改正を受けて、宮崎県では平成１５年３月に「日向灘沿岸海岸保全基本計画」を策定

した。その後、平成２３年３月１１日に発生した東日本大震災を契機とし、津波防護について新たな

考え方が示されたこと、及び平成２６年６月の「海岸法」の一部改正に伴い、海岸の適切な維持管理

が明確化されたことなどを踏まえ、平成２７年３月に同計画を改定し、これまで環境と利用との調和

を図りながら、日向灘沿岸の侵食対策や高潮対策等を進めてきた。 

 

（２）「気候変動を踏まえた海岸保全のあり方」提言の公表 

令和2年7月に公表された「気候変動を踏まえた海岸保全のあり方」提言を契機に、令和2年11月

20 日、海岸保全基本方針が改定された。従来は過去のデータをもとに既往最高潮位や推算潮位に波浪

を加え防護水準を設定していたが、改定により気候変動による外力の長期変化を明示的に考慮する方

針への転換が示された。 

具体的には、平均海面水位の上昇、高潮時の潮位偏差の増大、波浪の長期変化といった気候変動要因

を対象とし、防護水準や設計条件に反映することとなった。RCPシナリオでは、パリ協定目標の2℃上

昇相当のRCP2.6を前提としつつ、4℃上昇に相当するRCP8.5などの悲観的シナリオも参考として活用

することが明記された。 

さらに侵食対策においても、気候変動や人為的変化による砂浜減少を想定し、継続的なモニタリング

によって流砂系や砂浜の動向を把握するとともに、順応的砂浜管理を行うことが求められている。 

また、設計外力や防護水準の設定方法を具体化した「海岸保全施設の技術上の基準を定める省令」の

一部改正（令和３年７月施行）、「気候変動の影響を踏まえた海岸保全施設の計画外力の設定方法等に

ついて」（令和３年８月）が都道府県へ通知され、新たな海岸保全基本方針に基づき、全国の沿岸につ

いて海岸保全基本計画の見直しが進められた。 
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 ＜令和2 年 海岸保全基本方針改定のポイント＞ 

1.気候変動を踏まえた防護水準の見直し 

将来の海面上昇や台風強大化を考慮し、平均海面水位の上昇、将来予測される高潮時の潮位偏差、

波浪の変化を反映することとした。設計外力は、IPCCのRCPシナリオ（RCP2.6を基本、RCP8.5を参考）

に沿って再設定する。 

2.ハード・ソフト両面の総合対策 

防潮堤や護岸の強化に加え、避難計画や情報伝達などソフト対策を重視する。災害時の人的被害を

最小化するため、地域防災力の向上を基本方針に明記する。 

3.老朽化施設の計画的更新 

既存施設の耐久性低下を踏まえ、計画的な更新・補修を推進する。防護機能の維持と安全性確保を

目的に、長期的な維持管理計画の策定を義務化する。 

4.環境・利用との調和 

防災機能だけでなく、自然環境の保全やレクリエーション利用を考慮する。海岸の生態系回復や景

観維持を重視し、地域振興と防災の両立を目指す。 

5.モニタリングと適応管理の導入  

気候変動影響を継続的に監視し、必要に応じて計画を柔軟に見直す仕組みを導入する。科学的デー

タに基づく適応管理で、将来リスクに対応可能な体制を構築する。 
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（3）海岸保全基本方針の概要 

海岸保全基本方針は、防護の観点に環境・利用の観点を加えた海岸管理への転換など新たな海岸管理

に関する理念を共有し、全国的に顕在化している海岸侵食への対処など全国的な観点からの海岸管理

の基本原則を提示するものである。令和2年11月20日には、「気候変動を踏まえた海岸保全のあり方」

提言（令和 2 年 7 月）を踏まえ、海岸保全を、過去のデータに基づきつつ気候変動による影響を明示

的に考慮した対策へ転換するために、海岸保全基本方針が変更された。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

海海海岸岸岸ののの保保保全全全ににに関関関すすするるる基基基本本本的的的ななな事事事項項項   

～～～総総総合合合的的的ななな海海海岸岸岸保保保全全全ののの推推推進進進～～～   

○ 地域の自然的・社会的条件及び海岸環境や利用の状況並びに気

候変動の影響による外力の長期変化等を調査・把握し、それら

を十分勘案した災害に対する適切な防護水準の確保 

○ 海岸環境の整備・保全及び海岸の適正な利用を図るため、施設

の整備に加えてソフト面の対策を総合的に推進 

○ 特に、防災上の機能と併せ、環境や利用という観点から良好な

空間としての機能を有する砂浜の保全 

(1)海岸の防護に関する基本的な事項～地域を守る安全な海岸の整備～ 

○気候変動の影響による外力の長期変化量を適切に推算し、所

要の安全を適切に確保する防護水準を設定 
○施設整備に加え、情報伝達、防災体制の整備、避難地の確保、

土地利用の調整、まちづくりとの連携等ソフト面の対応 
○予測を重視した順応的砂浜管理、土砂収支を踏まえた広域的

な視野に立った対応 

＜津波・高潮からの防護＞ 
 
 
 
＜侵食の被害＞ 

海海海岸岸岸ののの保保保全全全ににに関関関すすするるる基基基本本本的的的理理理念念念   

○この理念の下、災害からの海岸の防護に加え、海岸環境の整備と保全及び公

衆の海岸の適正な利用の確保を図り、これらが調和するよう、総合的に海岸

の保全を推進する。 

○海岸は地域の個性や文化を育んできていること等から、地域の特性を活かし

た地域とともに歩む海岸づくりを目指す。 

「「美美ししくく、、安安全全でで、、いいききいいききししたた海海岸岸」」のの  

次次世世代代へへのの継継承承  
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○一定の行為（車の乗り入れ等）の規制 

○突発的な環境（油流出事故等）の影響への適切な対応 

○海岸保全施設等整備における海岸環境の保全に十分配慮 

○良好な海岸環境の創出を図る砂浜・植栽の整備 

○人と海とのふれあいを確保する遊歩道等整備 

＜海岸の利用増進＞ 

＜   〃   ＞    

＜   〃   ＞ 

＜公衆の適正な海岸利用＞ 

○海岸の利用の増進に資する施設の整備 

○施設の汚損、放置船等への適切な対処 

○自然環境の保全に留意した海辺へのアクセスの確保 

○マナーの向上にむけた啓発活動の推進 

＜安全な海岸の整備＞ 

 

＜自然豊かな海岸の整備＞ 

＜親しまれる海岸の整備＞ 

＜海岸保全施設の維持・修繕＞ 

(2)海岸環境の整備及び保全に関する基本的な事項～自然と共生する海岸の保全と整備～ 

(4)海岸保全施設の整備に関する基本的な事項～防護・環境・利用の調和した施設整備～ 

(5)海岸の保全に関するその他の重要事項～行政・地域が一丸となった広範な取り組みの推進～ 

＜優れた景観の保全＞ 

＜学術上の貴重な自然の保全＞ 

＜生物の生息等の優れた自然の保全＞ 

＜良好な海岸環境の創出＞ 

＜人と海とのふれあいの確保＞ 

○面的防護方式による整備の推進、広域的漂砂の動きを考慮し

た土砂の適切な管理、耐震性の強化 

○砂浜の保全と回復を主体とした整備のより一層の推進 

○海辺へのアクセスが分断しないよう施設構造への配慮 

○予防保全として、計画的・効果的な維持・修繕の推進 

＜広域的・総合的な視点からの取り組みの推進＞ 

＜地域との連携の促進と海岸愛護の啓発＞ 

＜調査・研究の推進＞ 

○関係する行政機関とのより緊密な連携 

○地域住民の防災意識の向上、防災知識の普及 

○広域的な海岸侵食や影響予測の調査研究、生態系等に

配慮した整備・新技術に関する研究開発の推進 

(3)海岸における公衆の適正な利用に関する基本的な事項～多様なニーズに対応した海岸の実現～ 
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（4）海岸保全基本計画の作成に関する基本的な事項 

基本方針で定められた、「海岸保全基本計画」において定める事項及び「海岸保全基本計画」を作成

するにあたって留意すべき重要事項とは、次のとおりである。 

 

三 海岸保全基本計画の作成に関する基本的な事項（海岸保全基本方針より抜粋） 

 都道府県においては、本海岸保全基本方針に基づき、地域の意見等を反映して二で定めた沿岸ごとに整

合のとれた海岸保全基本計画を作成し、総合的な海岸の保全を実施するものとする。 

また、沿岸が複数の都府県にわたる場合には、原則として関係都府県が共同して計画策定体制を整え、

一の海岸保全基本計画を作成するものとする。 

海岸保全基本計画において定めるべき基本的な事項と留意すべき重要事項は、次のとおりである。  

 

１ 定めるべき基本的な事項 

   （１）海岸の保全に関する基本的な事項 

海岸の保全を図っていくに当たっての基本的な事項として定めるものは、次の事項とする。 

      ①  海岸の現況及び保全の方向に関する事項 

自然的特性や社会的特性等を踏まえ、沿岸の長期的な在り方を定める。 

      ②  海岸の防護に関する事項 

防護すべき地域、防護水準等の海岸の防護の目標及びこれを達成するために実施しようとする施

策の内容を定める。 

      ③  海岸環境の整備及び保全に関する事項 

海岸環境を整備し、及び保全するために実施しようとする施策の内容を定める。 

      ④  海岸における公衆の適正な利用に関する事項 

海岸における公衆の適正な利用を促進するために実施しようとする施策の内容を定める。 

 

   （２）海岸保全施設の整備に関する基本的な事項 

沿岸の各地域ごとの海岸において海岸保全施設を整備していくに当たっての基本的な事項として

定めるものは次の事項とする。 

① 海岸保全施設の新設又は改良に関する事項 

イ 海岸保全施設を新設又は改良しようとする区域 

一連の海岸保全施設を新設又は改良しようとする区域を定める。 

ロ 海岸保全施設の種類、規模及び配置 

イの区域ごとに海岸保全施設の種類、規模及び配置について定める。 
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ハ 海岸保全施設による受益の地域及びその状況 

海岸保全施設の新設又は改良によって津波、高潮等による災害や海岸侵食から防護される地域

及びその地域の土地利用の状況等を示す。 

② 海岸保全施設の維持又は修繕に関する事項 

イ 海岸保全施設の存する区域 

維持又は修繕の対象となる海岸保全施設が存する区域を定める。 

ロ 海岸保全施設の種類、規模及び配置 

イの区域ごとに存する海岸保全施設の種類、規模及び配置等について定める。 

ハ 海岸保全施設の維持又は修繕の方法 

ロの海岸保全施設の種類ごとに、海岸保全施設の維持又は修繕の方法について定める。 

 

２ 留意すべき重要事項  

      海岸保全基本計画を作成するに当たって留意すべき重要事項は次のとおりである。  

   （１）関連計画との整合性の確保 

国土の利用、開発及び保全に関する計画、環境保全に関する計画、国土強靱化に関する計画、地域

計画等関連する計画との整合性を確保する。 

   （２）関係行政機関との連携調整 

海岸に関係する行政機関と十分な連携と緊密な調整を図る。特に、地域のリスクについて、気候変

動の影響による将来変化も含め、まちづくり関係者等と共有したうえで、連携や調整を図る。 

   （３）地域住民の参画と情報公開 

計画の策定段階で必要に応じ開催される公聴会等だけでなく、計画が実効的かつ効率的に執行でき

るよう、実施段階においても適宜地域住民の参画を得る。また、計画の策定段階から、計画の実現に

よりもたらされる防護、環境及び利用に関する状況について必要に応じ示す等、事業の透明性の向上

を図るため、海岸に関する情報を広く公開する。 

   （４）計画の見直し 

地域の状況変化や社会経済状況の変化、気候変動の影響に関する見込みの変化等に応じ、計画の基

本的事項及び海岸保全施設の整備内容等を点検し、適宜見直しを行う。 
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第２節 海岸保全基本計画策定の流れ及び対象範囲 

 

 （１）計画策定の流れ 

基本計画策定にあたっては、学識経験者や関係市町村長、関係海岸管理者の意見を聞くことや、基

本計画のうち、海岸保全施設の整備に関する事項の案を作成する場合において、必要があると認める

ときは、公聴会の開催等により関係住民の方々の意向を反映させるための措置を講じなければならな

いとされている。 

本県では、平成13年に地域住民へのアンケート調査の実施や本県ホームページによる意見募集を行

ったほか、関係市町への個別のヒヤリングを実施するとともに、学識経験者や関係諸団体等の意見を

聴くため、平成14年６月に日向灘沿岸海岸保全基本計画検討委員会を設置した。 

さらに、関係住民の意見を聴くため、日向灘沿岸を６つの区域に分けて平成14年11月下旬から12

月上旬にかけてそれぞれの区域ごとに公聴会を開催し、平成15年３月に基本計画を策定した。 

また、平成26年度の基本計画変更時には、平成26年９月～平成27年３月にかけて、宮崎県海岸保

全基本計画学識者懇談会を計３回開催し、学識経験者から意見を聴くとともに、パブリックコメント

手続きによる地域住民の意見募集や、沿岸市町との意見交換会を実施した。 

今般、令和6年10月～令和8年〇月にかけて、日向灘沿岸海岸保全基本計画改定技術検討会ならび

に宮崎県日向灘沿岸海岸保全基本計画改定委員会を計 6 回開催し、学識経験者から意見を聴くととも

に、パブリックコメントを実施し、地域住民や沿岸市町の意見も踏まえて、令和 8 年 3 月に基本計画

を変更した。 
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（２）計画策定の流れ図 

基本的な策定の流れを整理すると、以下のとおりである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図－0.2.1 海岸保全基本計画策定の基本的な流れ 

 

 

 

 

 

海岸保全基本計画策定の基本的な流れ 

海岸保全基本方針 

（海岸保全の基本理念） 

〔農林水産省、国土交通省策定〕 

関係行政機関の長 

 

海岸保全基本計画 

（防護、環境、利用の基本的事項） 

施設の整備に関する事項の案 

計画決定 

〔海岸管理者〕 〔都道府県知事〕 

総合的な海岸管理の実施 

関係海岸管理者 

関 係 市 町 村 長 

学 識 経 験 者 

関 係 住 民 
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（３）本計画の対象範囲 

日向灘沿岸海岸保全基本計画の対象となる範囲は、本県の海岸（約400km）で、日向灘沿岸とされて

いる。日向灘沿岸は、地形上の特徴などから大きく３つに区分される。 

北から、まず、大分県境から日向市耳川までのリアス式海岸を中心とした“県北部沿岸”、次に、同

市耳川から宮崎市青島までの砂浜を中心とした“県中部沿岸”、最後に、同市青島から鹿児島県境まで

のリアス式海岸を中心とした“県南部沿岸”である。（なお、以下、それぞれを「県北部」、「県中部」、

「県南部」と呼ぶ。） 

 

図－0.2.2 本計画の対象範囲と海岸区分 

 

海岸法の対象区域は、水際線を挟む限定された地域であり、表－0.2.1 に示すように、「海岸保全区

域」と「一般公共海岸区域」である。このうち、海岸保全施設の整備に関する対象区域は、「海岸保全

区域」として指定された海岸であり、海岸管理に関する対象区域は、「海岸保全区域」と「一般公共海

岸区域」である。 

ここでいう、「海岸保全施設」とは、指定された海岸保全区域内にある堤防、突堤、護岸、胸壁、離

岸堤、潜堤、砂浜、その他の海水の侵入または海水による侵食を防止するための施設である。 

また、「海岸管理」とは、海岸保全区域においては、海岸保全施設の維持管理、占用の許可、行為の

許可等であり、一般公共海岸区域においては、占用の許可、行為の許可等となる。 
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表－0.2.1 海岸法の対象区域 

対象区域 

海岸保全区域 

海水または地盤の変動による被害から海岸を防護するため海岸

保全施設の設置、その他の管理を行う必要があると認めるとき

に都道府県知事が指定する防護すべき海岸に係る一定の区域 

一般公共海岸区域 

公共海岸のうち海岸保全区域以外の区域 

※公共海岸 

国または地方公共団体が所有する公共の用に供されている

海岸の土地（他の法令により施設の管理を行うものがその権

限に基づき管理する土地として主務省令で定めるものを除

き、地方公共団体が所有する公共の用に供されている海岸の

土地にあっては、都道府県知事が主務省令で定めるところに

より指定し、公示した土地に限る。）及びこれと一体として管

理を行う必要があるものとして都道府県知事が指定し、公示

した低潮線までの水面 

対象区域外 その他の海岸 

海岸保全区域及び一般公共海岸区域に該当しない海岸 

例）港湾法や漁港法、森林法など海岸法以外の法令の適用を受

ける土地のうち、海岸保全区域及び一般公共海岸区域に該当

しないもの並びに河川法の規定に基づく河川区域、砂防法の

規定に基づく砂防指定地及び海岸保全区域の指定を受けてい

ない民有地等 

 

表－0.2.2 海岸法の対象となる行為 

区域 

対象となる行為 
海岸保全区域 一般公共海岸区域 その他 

海岸保全施設の整備 ○ 対象外 対象外 

海岸の管理 ○ ○ 対象外 

注）一般公共海岸区域やその他の海岸であっても、防護上の必要性があれば海岸保全区域指定等を

行い、施設の整備を行うことが可能であり、本計画の対象範囲に含める。 

以上から、本計画に基づき、海岸管理者が具体的な施策を実施できる区域は、海岸保全区域と一般

公共海岸区域に限定される。しかしながら、海岸の環境は、沿岸全体の海域、後背地、流入河川流域

など広範囲なエリアの環境と密接な関係があるため、海岸の保全に関する基本的事項（第１章）にお

いては、検討対象を海岸保全区域・一般公共海岸区域に限定せず、影響すると考えられる範囲までに

拡大して現況把握を行い、これを踏まえて施策を策定するものとする。 

なお、これら施策のうち、海岸管理者が直接対応できないものについては、他の事業者との調整及

び地域住民との連携を図りながら、実現に向けた努力を進めることとする。 
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第１章 海岸の保全に関する基本的な事項 

 

第１節 海岸の現況及び保全の方向に関する事項 

（１）海岸の概要 

日向灘沿岸は、大分県境から鹿児島県境までの範囲であり、延岡市、門川町、日向市、都農町、川南町、

高鍋町、新富町、宮崎市、日南市、串間市の10市町からなる総延長約400kmの海岸である。 

日向灘沿岸は、北部が日豊海岸国定公園に、南部が日南海岸国定公園にそれぞれ指定されており、また、

沿岸全域でアカウミガメをはじめとする野生生物の生息・生育・産卵が見られるほか、天然記念物の樹林帯

等が分布するなど、豊かな自然環境と海岸景観がある。 

 

図－1.1.1 日向灘沿岸の概要 

（２）海岸の現況 

①自然的特性 

1)気象 

本県は、温暖、多照、多雨という特性を持っており、平成3年から令和2年までの平均では、年間降水量

が全国第２位、日照時間が全国第６位となっている。 

 

図－1.1.2 平年値月別降水量及び平均気温（平成3年～令和2年） 

資料：指標でみる宮崎県(令和6年度)1）、気象庁HP 2）  

多照：日照時間が多いこと 
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2)海象 

ⅰ.潮位 

 日向灘沿岸における潮位は、細島港験潮場において既往最高潮位T.P.+1.78m、朔望平均満潮位注１) 

T.P.+1.00m、朔望平均干潮位注２) T.P.-0.86mが、また、宮崎港検潮所において既往最高潮位T.P.+2.42m、

朔望平均満潮位注１) T.P.+1.03m、朔望平均干潮位注２) T.P.-0.92mが、さらに、油津港検潮所において既往

最高潮位T.P.+1.96m、朔望平均満潮位注１) T.P.+1.08m、朔望平均干潮位注２) T.P.-0.90mが観測されている。 

 なお、設計高潮位は、上記観測所における最新の朔望平均満潮位に2100年時点における海面上昇量と気

候変動後の潮位偏差を加えた値とし、設計高潮位及び適用範囲は図-1.1.3を基本とする。 

 

  

図－1.1.3 気候変動後の設計高潮位の適用範囲 

注1) 朔(さく)望平均満潮位：さく(新月) 望(満月) の日から5日以内に現れる各月の最高満潮面を平均した水位（2019年～2023年） 
注２) 朔(さく)望平均干潮位：さく(新月) 望(満月) の日から5日以内に現れる各月の最高干潮面を平均した水位（2019年～2023年） 

T.P.+2.10m 
（細島港検潮場） 

T.P.+2.80m 
（宮崎港港検潮所） 

T.P.+2.48m 
（油津港検潮所） 



 

－１３－ 

ⅱ.波浪 

a.日向灘沿岸の沖波 

日向灘沿岸の設計沖波のうち、沿岸に対して危険となる方向の沖波条件については、以下に示す範囲で設

定されており、全沿岸域において、うねり性の高波浪が襲来する。 

表－1.1.1 施設設計に適用する気候変動後の沖波条件（30年確率） 

    

海域 主方向 沖波波高(ｍ) 沖波周期(sec)

県北部（県境～高鍋港湾区域(北端)） ENE～SSE 9.4～14.9 13.5～16.2

県央部（高鍋港湾区域(北端)～堀切岬） ENE～SSE 12.6～15.2 14.6～16.3

県南部（堀切岬～都井岬） ENE～SSE 13.2～15.3 14.8～16.3

県南部（都井岬～県境） SSE～SW 12.1～15.3 13.7～15.5  
※上表では、沿岸に対して最も危険であると判断される方向（主方向）のみを記載している。実際の沖波は、ＮＥ～ＳW 

について沖波推算がなされている。 

※沖波波高は確率波高処理システム（令和2年度）3）において算出した波高に将来変化比を乗じた値を設定している。 

 

b.流況 

 潮流の一般的状況は、上げ潮時（干潮の３時間後から満潮の３時間後まで）には北北東方向、下げ潮時（満

潮の３時間後から干潮の３時間後まで）には南方向への流れが生じている。平均的な最強流速は大潮時で南

部が1.0ノット（0.5ｍ/sec）、北部が1.8ノット（0.9ｍ/sec）程度で、小潮時にはその約半分となる。 

資料：海図 足摺岬至宮崎港(2007年9月6日)4）、海図 大隅海峡東部及付近(2013年6月6日)5） 

 

 

3)地形 

海岸地形については、日向灘沿岸を以下のとおり３つの区域で分類できる。 

A：大分県境から日向市耳川の区域（県北部沿岸）は、入り組んだリアス式の崖海岸が多い地形であり、岬

の間にポケットビーチが点在するが、ほとんどは１km 未満の海浜である。なお、その中でも比較的延長

の長い海岸としては、長浜海岸と小倉ヶ浜海岸がある。 

B:耳川から青島までの県中部の区域（県中部沿岸）は、沿岸漂砂が連続する砂浜を中心とする海岸であり、

海岸線は、ほぼ直線的である。外洋からのうねり性の波浪が直接来襲すること、海岸へ流入する河川も多

い海岸である。 

C:青島から鹿児島県境までの県南部の区域（県南部沿岸）は、リアス式海岸で岬とその間に存在する小規模

のポケットビーチで構成されている海岸域である。急な断崖地形が多いが、河川の注ぎ込むポケット状の

地形の箇所には、砂浜が存在している。比較的延長の長い海岸としては、油津港の北側に位置する広渡川

周辺、市木川河口部、本城川河口部及び福島港周辺である。 
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       図－1.1.4 本県の海岸線の地形（海岸性状） 

資料：航空写真(令和5～6年) 6） 

 

4)水質 

日向灘沿岸における公共用水域水質測定ポイントは47ヶ所であり、このうち、要求される水質類型はＡ

類型・Ｂ類型・Ｃ類型があるが、Ａ類型が39ヶ所、Ｂ類型が5ヶ所、Ｃ類型が0ヶ所、未指定が3ヶ所で

ある。各水質測定ポイントの有機汚濁の指標となるCOD を見ると、日間平均値の75％値では全てのポイン

トで２mg/㍑以下となっており、おおよそ良好な水質であるといえる。 

また、県内の海水浴場の令和7年度海水浴場水質結果開設前調査は、熊野江海水浴場が「水質A」、その

ほかの海水浴場が最高ランクの「水質ＡＡ」と判定された。 

 

        図－1.1.5 令和7年度海水浴場水質調査結果 

資料：環境白書（令和6年版）7）,令和7年度海水浴場水質調査結果 8） 
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5)流入河川 

日向灘沿岸に流入している河川は 55 水系であり、各市町村別では、日南市の 12 水系を始め、延岡市の

10水系、宮崎市の９水系、串間市の８水系等となっている。 

一級河川は、五ヶ瀬川、小丸川、大淀川である。また、主な二級河川として、沖田川、耳川、一ツ瀬川、

清武川、広渡川、福島川などがある。 

資料：宮崎県河川・海岸図（令和4年8月）9） 

 

6)地質 

県北部の地質は、主に“白亜紀付加コンプレックス”及び“古第三紀付加コンプレックス”からなってお

り、県中部では、“沖積層”及び“宮崎層群(後期中新世～鮮新世)”が広がっている。県南部は、主に“古

第三紀付加コンプレックス”からなっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図－1.1.6 地質図 

出典：宮崎大学山北研究室資料 10） 
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－１６－ 

②社会的特性 

1)人口 

本県全体の人口は、1,069,576人（令和2年10月、以下同じ）であり、平成27年～令和2年の増加率は

マイナス3.1％である。 

日向灘沿岸の市町別に見ると、宮崎市が401,339人と最も多く、都農町が9,906人と最も少ない。人口が

増加している市町は、宮崎市のみであり、その他の市町は減少している。 

年齢別に見ると、本県における65才以上の人口の構成率が全国平均より高いことから、高齢化が全国よ

り早く進んでいると言える。 

 

図－1.1.7 年齢別人口の推移（全国平均・宮崎県） 

資料：平成27年国勢調査 11）、令和2年国勢調査 12） 

2)産業 

本県における産業別就業人口は、全国と同様、第１次産業の就業者は減少傾向にあり、第２次産業は平成

7年をピークに減少傾向、第３次産業は増加傾向にある。 

沿岸各市町別に見ると、第１次産業の割合が30％を超えるのは、川南町であり、第３次産業の割合が60％

を超えるのは、延岡市、門川町、高鍋町、新富町、宮崎市、日南市である。 

資料：令和2年国勢調査 12） 
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3)漁業 

ⅰ．漁獲量及び漁業経営体数 

日向灘沿岸のうち、延岡市と日南市の漁獲量が特に多く、県全体の約８割を占めている。 

経営体数が比較的多い市町は、延岡市、日向市、川南町、宮崎市、日南市、串間市であり、漁獲量及び経

営体数ともに多い市町は、延岡市と日南市である。 

資料： 宮崎県統計年鑑(令和3年度) 13）、令和元年～令和2年 宮崎農林水産統計年報14） 

 

 

図－1.1.8 漁獲量の推移 

資料：宮崎県統計年鑑(令和4年～令和6年度) 15）、海面漁業生産統計調査(令和5年度) 16）  

 

ⅱ.漁業権 

共同漁業権等の漁業権は県中部の一部の区域を除き県北部から県南部にかけて設定されている。 

共同漁業権が設定されている海域では、あわび、さざえ、とこぶし、はまぐり、かき、いせえび、うに、

たこ、ほや、わかめ等の漁のほか、小型定置網等が行われ、区画漁業権が設定されている海域では、ぶり等

の養殖が行われている。 

資料：宮崎県の漁業権 (令和5年10月) 17） 



 

－１８－ 

4)港湾 

県内には、宮崎港、細島港、油津港の３つの重要港湾をはじめ、16の港湾がある。これらの港湾の令和5

年における入港船舶隻数は約33,000隻、また、その取扱貨物量は約1,184万トンとなっている。このうち、

宮崎港が約723万トン（フェリー貨物も含む。）の貨物を取り扱っており、全体の約6割を占めている。 

さらに、宮崎港については、神戸を結ぶフェリーが就航しており(令和7年10月現在)、国内航路におけ

る乗込者数及び上陸者数ともに最も多い。 

 

 

図－1.1.9 入港船舶隻数と取扱貨物量の推移 

資料：港湾統計(令和元～5年) 18） 

 

表－1.1.2 港湾別乗降者数（国内航路） 

 

資料： 港湾統計(令和元～5年) 18） 
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5)道路網 

日向灘沿岸における道路網は、国道が海岸線付近を縦断しており、主要地方道及び一般県道がこれを補完

している。 

本県では、九州縦貫自動車道、東九州自動車道、九州中央自動車道(九州横断自動車道延岡線)が高速自動

車国道として位置付けられており、九州縦貫自動車道の北九州～宮崎・鹿児島までの全区間と、東九州自動

車道の北九州～日南北郷間、及び九州中央自動車道の雲海橋～平底、蔵田～延岡間が供用されている (令和

6年3月末現在) 。 

県北部の道路のうち、遠見山地区海岸付近や、福崎地区海岸付近、かしの浜海岸付近など、延岡市の一部

では、海岸線へのアクセスが困難なところもある。 

県中部の道路のうち、都農町、川南町、高鍋町では、海岸近くに日豊本線が通っており、これより海岸側

に道路が少なく、海岸線にある漁港や港湾、公園等の施設にはアクセスできるものの、都農海岸や川南地区

海岸付近など、海岸線へのアクセスが困難なところもある。 

県南部は、比較的海岸線に接して道路整備がなされており、日南海岸など優れた海岸景観を堪能できるド

ライブコースとなっている。 

 

図－1.1.10 道路網 

資料：航空写真（令和5～6年）6）、みやざきの道路2024 19）、宮崎県都市地図 旺文社 20） 



 

－２０－ 

 

図－1.1.11 九州の高規格幹線道路網状況 

資料：みやざきの道路2024 19） 

6)鉄道網 

日向灘沿岸では、海岸線近くを日豊本線が走っており、北は北九州、南は鹿児島に至る。また、宮崎から

志布志に至る海岸線近くには日南線が通っている。 

日豊本線については、美々津港の南側（日向市・都農町の境よりやや北側）から、小丸川河口付近（高鍋

町・新富町の境よりやや北側）の区間で、ルートが海岸に接近しており、日南線については、油津港の南側

から猪崎を除く細田川河口までの区間でも、ルートが海岸線に接近している。 

 

図－1.1.12 日向灘沿岸における鉄道網 

資料：宮崎県都市地図 旺文社20）、各土木事務所管内図 21） 



 

－２１－ 

7)天然記念物等の文化財や神話・伝説 

日向灘沿岸には、大御神社や油津赤レンガ館などの登録文化財や、幕末勤王家海賀宮門
か い が み や と

外二士の墓や旧藩

都農牧駒追込場跡、狐塚古墳などの県指定史跡のほか、歴史民俗資料館を含む日向市美々津重要伝統的建造

物群保存地区などがある。また、青島亜熱帯性植物群落や都井岬ソテツ自生地などの国指定特別天然記念物

や、日向灘沿岸で確認されたカラスバト、カンムリウミスズメなどの国指定天然記念物のほか、権現崎の照

葉樹林や鵜戸千畳敷奇岩などの県指定天然記念物がある。また、平成30年2月には、日向市の「日向岬の

柱状節理」が国の天然記念物に指定されている。さらに、青島では海幸彦と山幸彦、鵜戸神宮では鵜戸の窟、

美々津では神武天皇のお舟出などの神話や伝説が伝承されているほか、山幸彦にまつわる青島神社で裸詣な

どの祭事も行われているなど、「神話と伝説のふるさと」と称される本県ならではの歴史や文化がある。 

  

図－1.1.13 天然記念物等の文化財分布 

資料：令和5年宮崎県観光入込客統計調査結果22）、宮崎県の保護上重要な野生生物2020年度版23）、 

みやざきひむか学ネットHP 24）、ひむか神話街道HP 25）、みやざき文化財情報HP 26）、各市町HP 27） 
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表－1.1.3 日向灘沿岸における国・県指定文化財等 

区 分 施設等名称 

天
然
記
念
物 

国
指
定 

特別天然記念物 内海のヤッコソウ発生地、青島亜熱帯性植物群落、都井岬ソテツ自生地、 

天然記念物 

高島のビロウ自生地、青島の隆起海床と奇形波蝕痕、古江のキンモクセイ、内海のアコウ、 

虚空蔵島の亜熱帯林、幸嶋サル生息地、岬馬及びその繁殖地、石波の海岸樹林、 

カンムリウミスズメ、カラスバト、オカヤドカリ、猪崎鼻の堆積構造、ヘゴ自生北限地帯、日向

岬の柱状節理 

県指定 鵜戸千畳敷奇岩、アカウミガメ及びその産卵地、権現崎の照葉樹林 

国指定名勝 妙国寺庭園、鵜戸 

県指定名勝 乙島、橋口氏庭園 

県指定史跡 

幕末勤王海賀宮門外二士の墓、有栖川征討総督宮殿下御本営遺跡、僧日要の墓、 

旧藩都農牧駒追込場跡、都農町古墳、南浦村古墳、狐塚古墳、細島町古墳、高鍋町古墳、 

青島村古墳、東郷村古墳、美々津町古墳、本城村古墳、門川町古墳、下弓田遺跡、都井村古墳 

国登録文化財 

大御神社(本殿・幣殿・拝殿)、杉村金物本店主屋、杉村金物本店倉庫、油津赤レンガ館、 

旧河野宗泰家主屋及び炊事場、堀川橋(乙姫橋)、堀川運河護岸、広渡川石堰堤、花峯橋、 

旧伊東家別荘、鈴木旅館、旧外山医院、満尾書店、渡邊家住宅、旧服部家別荘、細島験潮所、鞍

崎灯台、細島灯台、都井岬灯台 

県指定有形文化財 鵜戸神宮本殿 

県指定無形文化財 美々津手漉き和紙 

国選定 日向市美々津重要伝統的建造物群保存地区 

その他 
宮野浦八十八ヶ所、仏舎利塔、立磐神社、廻船問屋「河内屋」跡、青島神社、鵜戸神宮、 

御崎神社、日知屋城跡 
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③海岸環境特性 

1)景勝地 

日向灘沿岸の県北部及び南部では、リアス式海岸が生み出す優れた海岸景観を楽しむことができ、

県中部では長大な砂浜から太平洋への眺望を楽しむことができる。 

県北部は、日豊海岸国定公園に指定され、リアス式海岸の複雑な地形が景勝地を生み出しており、

高島や島野浦島、及び島野浦島の南側に位置する沖の小島、日豊海域公園地区、県指定名勝で暖地性

植物樹林で被われた無人島である乙島、馬ヶ背の柱状節理、権現崎公園などの景勝地がある。 

県中部では、直線的な海岸に景勝地が点在しており、伊倉浜自然公園、観音山公園などがある。ま

た、松林と砂浜が形成する“白砂青松”や雄大な海への眺望が確保された長大な砂浜なども、主要な

海岸景観の１つである。 

県南部は、日南海岸国定公園に指定され、青島やこれに続く鬼の洗濯板といわれる隆起海床と奇形

波蝕痕、鵜戸神宮、大島や幸島などの離島の緑と海の青さが融合した眺望、日南海域公園地区、天然

記念物にも指定されている都井岬ソテツ自生地などの景勝地がある。 

なお、宮崎県では、これらの優れた景勝地の沿道において、全国に先駆けた「沿道修景美化条例」

などに基づき、美化を長年にわたって推進しており、ドライブコースにもなっている日南海岸などの

優れた海岸景観が創出されている。 

さらに、平成18年１月、国土交通省は、日本型のシーニック・バイウェイとして日本風景街道を全

国で72ルート選定した。宮崎県と大分県の“海道”国道388号を中心とした「日豊海岸シーニック・

バイウェイ(蒲江・北浦大漁海道)」、および宮崎市、日南市、串間市の日南海岸を中心とした「日南海

岸きらめきライン」の２ルートがこれに選定されている。 

 

図－1.1.14 日向灘沿岸における景勝地 

資料：みやざき文化財情報HP 26）、各市町HP 27）、みやざき観光ナビHP 28）、日本風景街道HP 29）  
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2)生物相 

ⅰ.植物 

 県北部では、リアス式海岸と砂浜が発達しているため、様々な植生が見られる。島野浦島や浦城、

土々呂などには、ハマサジなどの塩沼地植生が小面積ながら残されている。また、延岡、長浜、お倉

ヶ浜には、コウボウムギのような砂地に生育する砂丘植生が発達している。さらに、土々呂から細島

にかけての礫質海岸には、チガヤ－ハマゴウ群集などの植生がある。海岸風衝地には、マサキ－トベ

ラ群集などが生育している。 

 県中部では、ほぼ全域が砂浜となっているため、砂丘植生が発達している。砂丘植生の最前線には

季節によってハマヒルガオ群集が見られる。その他、コウボウムギ群集、ケカモノハシ群集、チガヤ

－ハマゴウ群集などが帯状に生育分布している。砂丘背後地はクロマツ植林地となっている。 

 県南部では、県北部と同様、リアス式海岸と砂浜が発達しているため、様々な植生が見られる。礫

質海岸には、チガヤ群集などの植生がある。海岸風衝地には、マサキ－トベラ群集などが生育してい

る。その他、チガヤ群集などが生育している。 

 日向灘沿岸において、天然記念物となっている植物及び群落は10箇所あり、内海のヤッコソウ発生

地や青島亜熱帯性植物群落、都井岬ソテツ自生地などがある。 

  
※群集…ある地域の植生を比較・分類するときの単位。優占する 1～2 種の種名を代表させて「チガヤ－ハマゴウ群集」

といったように名づける。 

資料：みやざき文化財情報HP 26）、自然環境保全基礎調査 植生調査情報提供HP 30）、河川整備計画資料 31） 

 

 

ⅱ.動物 

日向灘沿岸の鳥類では、カンムリウミスズメなどが、また、陸産貝類では、フカシマコベソマイマ

イやスナガイなどが確認されている。トンボ類では、コフキヒメイトトンボやベッコウトンボなどが、

また、甲虫類では、ケシゲンゴロウやイカリモンハンミョウ、ツヤハマベエンマムシなどが確認され

ている。蝶類では、ミカドアゲハやタイワンツバメシジミ、ツマベニチョウなどが、また、アシナガ

モモブトスカシバやヒメゴマフコヤガなどが確認されている。 

資料：宮崎県の保護上重要な野生生物2020年度版 23） 
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3)希少種 

ⅰ.絶滅危惧種及び準絶滅危惧種等 

a.動物 

 県北部における動物の絶滅危惧種は、鳥類ではクロツラヘラサギやカラスバト、コアジサシ、ヨシ

ゴイ、ホウロクシギなどが、また、底生動物では、熊野江川河口の干潟において、当該河川がタイプ

産地であるクマノエミオスジガニが生息するほか、浦城湾や妙見湾においても広大な干潟環境が形成

され多様な底生動物相を育んでいる。魚類については、塩見川や赤岩川河口のコアマモ群落でアカメ

等が生息している。準絶滅危惧種では、鳥類はハヤブサやクロサギ、コチドリ、ヒクイナなどが、ま

た、底生動物では、妙見湾の干潟や熊野江川河口のヨシ原にフトヘナタリなどの貝類が生息している。

魚類については、五ヶ瀬川などの河口域でカワアナゴなどが確認されている。 

県中部における動物の絶滅危惧種では、鳥類はツクシガモやズグロカモメ、チュウヒ、クロツラヘ

ラサギ、コアジサシ、ヨシゴイ、ホウロクシギなどが、また、底生動物については、清武川や加江田

川の干潟においてシオマネキなどの甲殻類が生息しており、コアマモ群落やヨシ原が分布する浅場に

はアカメ等の魚類が確認されている。準絶滅危惧種では、鳥類はハヤブサ、クロサギ、コチドリ、ヒ

クイナなどが、底生動物では、一ツ瀬川河口のヨシ原にフトヘナタリなどの貝類が生息している。ま

た、魚類では一ツ瀬川などの河口域でカワアナゴなどが確認されている。 

 県南部における動物の絶滅危惧種では、鳥類はカラスバト、ツクシガモなどが確認されており、底

生動物では、福島川河口の干潟において、シオマネキなどの甲殻類が生息しており、汽水域やアマモ

場等ではアカメ等の魚類が確認されている。準絶滅危惧種では、鳥類はクロサギ、ヒクイナなどが確

認されており、底生動物では、福島川河口の干潟でハクセンシオマネキが、魚類ではヤマトイトヒキ

サギなどが確認されている。 

資料：宮崎県の保護上重要な野生生物2020年度版 23）、河川整備計画資料31） 

b.植物 

県北部における植物の絶滅危惧種は、シオミイカリソウやオオバネムノキ、ハママツナ、ハマナツ

メ、ウラギク、ハマサジなどが確認されている。準絶滅危惧種では、コアマモやハマボウなどが確認

されている。 

県中部における植物の絶滅危惧種は、チャボイやカワツルモ、イセウキヤガラ、グンバイヒルガオ

などが確認されている。準絶滅危惧種では、ハマボウやウバメガシなどが確認されている。 

県南部における植物の絶滅危惧種は、イモネヤガラやオキナワチドリ、ハマナツメなどが確認され

ている。準絶滅危惧種では、ハマボウやコアマモ、キイレツチトリモチなどが確認されている。 

資料：宮崎県の保護上重要な野生生物2020年度版 25）、第7回自然環境保全基礎調査 浅海域生態系調査(藻場調査)

報告書(平成20年9月) 32) 
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ⅱ.希少な植物群落 

県北部における希少な植物群落は、高島のビロウ群落や島野浦島や浦城の塩沼地植生、土々呂のウ

バメガシ群落、余島周辺の海岸樹林群落、権現崎の海岸南限植物群落などがある。 

県中部における希少な植物群落は、都農町～宮崎市にかけての海浜植物群落、高鍋町のグンバイヒ

ルガオ群落などがある。 

県南部における希少な植物群落は、平山の海岸樹林群落や築島の亜熱帯植物群落、石波海岸のハマ

ナツメ群落及び海岸樹林群落、都井岬のススキ・シバ群落などがある。 

資料：宮崎県の保護上重要な野生生物2020年度版 23） 

 

4)アカウミガメ上陸・産卵状況 

日向灘沿岸におけるアカウミガメの上陸・産卵は5月～9月頃に見られ、沿岸の多くの砂浜で確認さ

れている。 

県北部及び南部と県中部を比較すると、長大な砂浜海岸を有する県中部では、上陸数・産卵数とも

に多く、令和6年度では、約950回を超える上陸があった。特に、宮崎市では570回の上陸数がある。 

日向灘沿岸全体での上陸・産卵数の推移では、平成元年（1989 年）から平成 19 年(2007 年)頃は、

500～1,500 回で推移していたが、平成20年(2008 年)から平成26年(2014 年)頃は、1,500～3,500 回

と大きく増加した。平成 27 年(2015 年)以降は減少傾向がみられ、800～1,800 回で推移している。車

の乗入禁止や海岸清掃、監視活動、広報による呼びかけ等の対策を行っている海岸がある一方、砂浜

の侵食の進行による産卵地の減少が見られる海岸もある。 

なお、アカウミガメは、「絶滅のおそれのある野生動植物の国際取引に関する条約」（通称ワシント

ン条約）において、最も絶滅の危険が高いとされるグループ（附属書Ⅰ）に含まれているほか、「日本

の希少な野生水生生物に関するデータブック（1998年）」では希少種として、また、環境省レッドリス

ト(令和2年公表)のカテゴリーでは絶滅危惧IB類（EN）、宮崎県の保護上重要な野生生物(2020年度版)

では準絶滅危惧(NT-g)に位置付けられている。さらに、昭和55年には県指定天然記念物となっている。

以上のように、アカウミガメは、国内だけでなく世界的にも最も希少な生物として位置付けられてい

る。 



 

－２７－ 

表－1.1.4 令和6年度におけるアカウミガメ上陸・産卵回数 

 

資料：宮崎県の保護上重要な野生生物2020年度版 23）、ワシントン条約附属書 33）、アカウミガメ上陸・産卵状況資料 34） 

 

 

図－1.1.15 日向灘沿岸におけるアカウミガメ上陸・産卵回数の推移 

資料：アカウミガメ上陸・産卵状況資料 34） 

 

図－1.1.16 アカウミガメ上陸・産卵場所 

資料：アカウミガメ上陸・産卵状況資料 34） 
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5)海岸漂着物処理推進の取組 

台風などの自然災害による流木や海を漂流して流れ着いたごみや、レジャーなどで発生し海岸に散

乱しているごみの増加を背景として、平成21年７月15日に、「美しく豊かな自然を保護するための海

岸における良好な景観及び環境の保全に係る海岸漂着物等の処理等の推進に関する法律」（海岸漂着物

処理推進法）が公布・施行され、海岸管理者による円滑な処理責任や、市町村の協力義務などの基本

的な方針が示された。 

これを受けて、本県の地域特性を踏まえた総合的かつ効果的な海岸漂着物対策を推進するため、平

成23年3月「宮崎県海岸漂着物対策推進地域計画」を策定した。同計画では、海岸漂着物の処理を重

点的に推進する地域として、「重点区域」を設定している（重点区域延長約311km/海岸線延長約400km）。 

なお、令和 2 年度に実施された沿岸市町における海岸漂着物の状況調査によれば、海岸漂着物とし

て把握されているものは、「流木・灌木等」、「ペットボトル」、「発泡スチロール」、「その他プラスチッ

ク」、「漁業用ブイ」、「漁網」、「ガラス金属等」の７種類となっている。また、宮崎県における海岸漂

着物推計量は、「流木・灌木等」が約11,300㎥、「プラスチック類」が約3,300㎥であり、本県では「流

木・灌木等」に的を絞った海岸漂着物対策が必要であると考えられる。 

資料：宮崎県海岸漂着物対策推進地域計画(令和3年12月改訂)35） 

 

図－1.1.17 海岸漂着物処理の重点区域 

資料：宮崎県海岸漂着物対策推進地域計画(令和3年12月改訂)35） 
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④海岸利用特性 

 

1)プレジャーボートの推移 

宮崎県内のプレジャーボートの総隻数は、平成11年の2,972 隻から平成14年には4,189 隻と大き

く増加しており、その後、平成18年以降は年により増減はあるものの概ね減少傾向にある。 

県では、遊泳者とプレジャーボートの間の事故の防止等を目的として、「宮崎県遊泳者及びプレジャ

ーボートの事故の防止等に関する条例」を平成 4年に制定し、平成19年3月には、プレジャーボート

の適正な管理及び利用を図るために「宮崎県プレジャーボート対策基本方針」を策定した。さらに、

港湾・漁港においては、平成22年度より順次管理条例を改正し、放置等禁止区域、許可係留区域等の

設定を進めている。令和7年10月時点におけるプレジャーボート許可制度導入状況は、許可制を導入

した港湾は、高鍋港を除く15港湾中14港湾であり、漁港は、23漁港中22漁港である。 

 

  

図－1.1.18 宮崎県におけるプレジャーボート総隻数の推移 

資料：港湾課資料（平成11年度)36）、全国プレジャーボート実態調査結果(平成14年、18年、22年、26年、30年、令和4年) 37） 
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2)海洋性レクリエーションスポット・エリアの分布状況 

海洋性レクリエーションのスポット・エリアは、海水浴、釣り、ダイビング、サーフィン、潮干狩り

など多岐にわたり、沿岸に広く分布している。 

海水浴場は、県北部では下阿蘇海水浴場や伊勢ヶ浜海水浴場など、県中部では高鍋海水浴場や青島海

水浴場など、県南部では大堂津海水浴場、高松海水浴場などが開設されている。 

サーフィンは、県北部のお倉ヶ浜や金ヶ浜、県中部の伊倉浜、蚊口浜、木崎浜、青島、県南部の風田

浜、梅ヶ浜、恋ヶ浦などで楽しまれているが、特にお倉ヶ浜、蚊口浜、木崎浜、青島、恋ヶ浦などで

はサーフィン大会が開催されている。また、波の状況によっては、上記以外のエリアでのサーフィン

活動も見られる。 

ダイビングは、県北部では島野浦島周辺や浦城湾、県南部では日南海域公園地区や栄松ビーチ海水浴

場などで楽しまれている。マリーナについては、県中部の人工海浜南側に位置する「サンマリーナ宮

崎」が存在する。 

潮干狩りについては、県北部の妙見浜や、県中部における高鍋海水浴場、富田漁港海岸、加江田川河

口などで行われている。 

 

図－1.1.19 海洋性レクリエーション活動場所分布状況 

資料：各市町HP 27）、みやざき観光ナビHP 28） 
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3)釣りポイント 

釣りポイントは、SNS 等を通じて県内沿岸の広範囲において紹介されているが、一部については港

湾や漁港の立ち入り禁止区域になっているポイントもあることから、ルールを守った利用が求められ

ている。 

 

4)観光スポット・イベント開催場所分布状況 

ⅰ.観光スポット 

日向灘沿岸における観光スポットは、天然記念物や海水浴場等と同一となっているものも多い。 

県北部では島野浦島のビロウ自生地や須美江家族旅行村のほか、道の駅北浦、乙島、日向サンパー

クオートキャンプ場などが存在する。県中部では富田浜公園、G7 宮崎農相会合などが開催されたシー

ガイア、青島などが存在する。県南部では、鵜戸神宮、堀川運河、栄松ビーチ･キャンプ場、猪崎鼻公

園、都井岬灯台、志布志湾大黒イルカランドなどが存在する。 

 

ⅱ.イベント開催 

日向灘沿岸におけるイベントは、県北部では門川みなとフェスティバルや門川の納涼花火大会、細

島みなと祭りなどが開催され、県中部では青島太平洋マラソンや春のフローラル祭などが開催されて

いる。県南部では、油津港まつりやなんごう黒潮まつり、都井岬火まつり、福島港花火大会などが開

催されている。 
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イベント

観光スポット

凡例

オオスリバチ珊瑚礁

横島展望台宮野浦八十八ヶ所巡り

道の駅 北浦
下阿蘇ビーチリゾート浜木綿村

七ツ島展望台
ヘルストピア延岡

門川みなとフェスティバル
岬権現
保井ヶ浜
御蔵さん
かどかわ健康ロードレース大会

乙島
馬ヶ背
願いが叶うクルスの海
さざれ石

日向サンパークオートキャンプ場
美々津まちなみセンター

かどかわ納涼花火大会
尾末神社大祭

いきいきまちフェスティバルイン門川
細島みなと祭り
海の駅 ほそしま

日向市細島みなと資料館

日向市歴史民俗資料館 日向岬グリーンパーク
国際プロサーフィン大会

美々津軒

伊倉浜自然公園
高鍋海水浴場キャンプ村
富田浜公園
宮崎市フェニックス自然動物園
江田神社

都井岬
御崎馬
御崎神社都井岬ビジターセンターうまの館

都井岬火まつり

日南串間ゴルフコース
志布志湾大黒イルカランド

幸島

観光とび魚すくい

福島港花火大会
マリンビューアーなんごう

「道の駅」なんごう
栄松ビーチ・キャンプ場

油津港まつり
港あぶらつ朝市
油津赤レンガ館
堀川運河

サンメッセ日南
鵜戸神宮

道の駅フェニックス

宮崎白浜オートキャンプ場

堀切

青島神社裸まいり
青島神

青島太平洋マラソン

海を渡る祭礼

青島亜熱帯植物園
こどものくに

宮崎市青島パークゴルフ場
宮崎県総合運動公園

ビーチの森すみえ
須美江家族旅行村
すみえファミリー水族館

フェニックス・シーガイア・リゾート
フローランテ宮崎
春のフローラル祭
フローランテの夕涼み
ｲﾙﾐﾈｰｼｮﾝ・ﾌﾗﾜｰ・ｶﾞｰﾃﾞﾝ～ひかりのはなぞの～

南郷黒潮ロード・ハーフマラソン大会

 

図－1.1.20 観光スポット・イベント開催場所分布 

資料：各市町HP  27）、みやざき観光ナビHP 28）  

 



 

－３３－ 

5)渚の交番プロジェクト 

宮崎市青島では地域に根ざし「安心、安全、きれいで楽しい海を創る」渚の交番プロジェクトが全

国に先駆けスタートしている。同プロジェクトは、日本財団の支援により立ち上げられ、平成22 年６

月、宮崎市の青島海水浴場で渚の交番第１号がオープンした。 

渚の交番の活動内容は、地元団体と協力した海辺及び地域のパトロールや、地域の人が気軽に集え

る場の提供、年間をとおして海の安全と安心を守ること、また、地域を元気にするイベントの実施や、

海辺の環境や動物の保護・調査活動の実施、様々なスポーツの体験教室の開催などであり、これらの

活動をとおして、海を活かした地域づくりを促し、海から地域を元気することを目指している。 

資料：宮崎市観光サイトHP38） 
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⑤海岸保全施設災害と海岸事業 

1)既往災害履歴と実態 

 下図の○印は、過去に災害が起こった地区を示したものである。 

 北浦・延岡地区では、延岡市街地の前面に広がる延岡港海岸などにおいて海浜侵食が原因と見られ

る護岸への被災がある。しかし、この海岸より北側においては特筆すべき被災は記録されていない。 

 門川・日向地区では、細島港内の護岸及び美々津港海岸の護岸が基礎の洗掘により被災したほか、

美々津港海岸の離岸堤が台風の波浪によって沈下するなどの被災をしている。 

 都農・川南・高鍋・新富地区では、高鍋町で日向灘に流入する小丸川河口部の護岸および離岸堤が

度々被災している。被災は主に台風などの高波浪による洗掘あるいは漂砂に起因する護岸の洗掘や離

岸堤天端高の沈下である。 

 宮崎地区では、大淀川の河口部を中心に南北10km以上に渡って海岸侵食が顕著となっている箇所が

あり、近年発生した災害箇所のほとんどはこのエリアに集中している。特に、宮崎海岸(大炊田地区、

石崎浜地区、住吉地区)では侵食の進行が著しく、道路や保安林にまで被害が及ぶなど抜本的な対策が

必要となったため、現在、直轄海岸保全施設整備事業により侵食対策工事が進められている。また、

宮崎海岸（赤江地区、赤江浜）では、台風の来襲に伴う高波浪の影響で、突堤の沈下や、浜崖が大幅

に後退する等の被害が発生したため、人工リーフ工法による災害復旧事業を行った。 

 日南地区は、台風期の高波浪を最も受けやすい地形条件の箇所が多く、護岸及び消波工等の被災し

た箇所が点在している。また、背後に高台（断崖）が迫っていることから山崩れなどによる二次的な

被災事例もある。しかし、近年は、被災が少なくなっている。 

 串間地区では、主に福島港の周辺にある海浜の侵食による護岸及び突堤の被災事例がある。 

 

図－1.1.21 既往災害箇所(S47～R2) 

資料：港湾・海岸構造物被災施設に関する調査票（昭和47年～令和2年）39） 

海岸保全施設調書 40）、河川課資料（平成15～25年）41） 
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2)海岸事業の実態 

ⅰ.外郭施設 

延岡地区では、一部に天端高の低い護岸もあるが、南からの高波浪が遮蔽されるよう施工している。

構造様式は直立式を基本としつつ、海水浴場として利用されている箇所では緩傾斜式を、また、背後

に道路や民家が迫っている箇所では消波工を施工している。古江港海岸(阿蘇地区)に海浜砂の流出防

止を目的とした潜堤を設置しているほか、熊野江港海岸および延岡新港海岸では沿岸漂砂の制御を目

的とした突堤を設置している。また、五ヶ瀬川の河口部付近には古くからの突堤が設置されており、

これらの施設によって当該地区は高波・高潮や侵食から防護されてきた。津波対策として、防潮堤等

の整備を行う事業を、古江港海岸で平成３１年度より開始し、また、土々呂漁港海岸においても平成

２９年度から同様の事業を実施している。 

門川・日向市地区では、構造様式は港湾内が直立と消波工タイプ、小倉ヶ浜と美々津港海岸では緩

傾斜式となっており、海岸利用者が海側にアクセスしやすくなっている。美々津港海岸において離岸

堤、突堤および緩傾斜護岸による面的な防護が図られている。 

都農・川南・高鍋・新富地区では、直立と消波工タイプが主体で、一部に緩傾斜式も採用している。

この地区は海岸線沿いにＪＲ日豊本線が通っていることから、利用者が海岸へアクセスすることを困

難にしている。このため海岸の利用度が低くなっており、護岸整備範囲も海岸延長に対して比較的短

いものとなっていて、自然海浜が多く残っている。川南町の通浜および高鍋町の小丸川河口部付近に

離岸堤を設置している。 

宮崎地区では、宮崎港周辺から青島漁港海岸にかけて海岸利用に配慮した緩傾斜式が主体で、断崖

地形となる堀切海岸では直立式となっている。この地区は宮崎市の中心部を背後に控え、一ツ葉海岸、

青島漁港海岸などの景勝地でもあることから、海岸全体の利用度が高く、また、護岸整備範囲も長く

なっており、自然海浜は少なくなっている。宮崎港海岸および青島周辺の観光拠点に潜堤、突堤およ

び緩傾斜護岸やスロープなどの海岸施設を総合的に設置している。また、宮崎海岸(住吉地区)では侵

食対策工事として、緩傾斜護岸および離岸堤・突堤、宮崎海岸(赤江地区、赤江浜)では人工リーフお

よび突堤を設置している。 

日南地区では、日南海岸として県内有数の断崖地形の景勝地であることから、護岸の構造は直立式

と消波工が主体であるが、一部に緩傾斜式も採用している。また、もともと断崖地形であることから、

護岸を必要としない箇所も多く、多くの天然海岸が残されている。日南市の大島付近の本土側におい

て突堤や離岸堤などを整備している。この区域以外では、岩礁帯が多く特に北側においては“隆起海

床と奇形波蝕痕”が多く見られ、地形的な景勝地であり、観光資源の保護を考慮し、沖合施設が計画

されることはなかった。外浦港海岸において、令和 2 年度から津波対策として防潮堤等の整備を開始

している。 
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串間地区では、護岸の構造は直立式と消波工が主体であるが、一部に緩傾斜式も設置している。こ

の地区は、日南海岸から連なる都井岬周辺部まで県内有数の景勝地であり、護岸を必要としない高い

断崖地形となっていることから、多くの自然海岸が残されている。都井岬周辺の集落前面に高波・高

潮等を抑止するための離岸堤や突堤を設置しているほか、福島港の周辺では、侵食を防止するための

突堤や潜堤などを設置している。 

 

ⅱ.老朽化対策 

日向灘沿岸の海岸保全施設は、昭和40～50 年代に整備された施設が多く、今後、急速に老朽化が進

行することが見込まれるため、海岸保全施設を良好な状態に保つよう、適切な維持・修繕を推進して

いく必要がある。 

日向灘沿岸では、これまでに田吉海岸などの４海岸において、老朽化対策を実施している。 
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図－1.1.22 海岸保全施設の設置状況
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3)高潮 

日向灘沿岸は、海岸線の屈曲に乏しく深く湾入した地形が少ないため、大規模な高潮に襲われる危

険性はきわめて希とされている。なお、本県における高潮災害は、北浦、延岡、土々呂、門川、細島、

美々津、内海、油津、目井津、都井、福島などの港湾・漁港や、日南市の風田海岸などで記録されて

いる。 

資料：福岡管区気象台要報,24：九州および山口の高潮(1969年) 42）、国土地理院HP 43）、 

宮崎地方気象台HP 44） 

 

4)地震・津波 

日向灘沿岸では、度々、大規模な地震が発生しており、津波も記録されている。 

1900年代では12回の比較的規模の大きな地震があり、中でも1941年11月19日に発生した日向灘

地震(Ｍ7.2)では九州・四国沿岸で最大１ｍの津波も観測された。また、内陸部においては 1968 年２

月21日に発生したえびの地震(Ｍ6.1)で家屋の倒壊、山崩れなどの被害が多かった。 

津波被害に着目すると、寛文、宝永、明和、安政東海、安政南海などの歴史地震が挙げられ、比較

的大きな河川の河口部において最大５ｍ程度までの津波が襲来したとする現地調査結果が報告されて

いる。 

また、北部、南部に点在する入り江(古来からの天然の良港)や小規模な湾でも多くの被害が記録さ

れている。 

表－1.1.5 日向灘沿岸における主な歴史地震による津波被害 

津波高

(現地調査報告)

寛文2年9月20日

（1662/10/31）

宝永4年10月4日

（1707/10/28）

明和6年7月28日

（1769/8/29）

安政元年11月5日

（1854/12/24）

安政南海 Ｍ 8.4

翌日まで断続的に高潮・津波の被害
が発生。家屋の全壊・破損・流出、船
舶の流出・破損、道路・橋梁の破損、
土地の浸水・消失。死者の記録はなし

2～3ｍ

2～5ｍ

宝　永 Ｍ 8.4
河川の逆流、橋梁の大破、堤防の破
損、田畑の浸水、家屋の流出、牛馬多
数水死、死者14名

2～4.5ｍ

明　和 Ｍ 7.4
家屋・石垣・道路の破損、憤砂、漁船・
漁具の流出。死者の記録はなし

1～2ｍ

地震名 発生日 ﾏｸﾞﾆﾁｭｰﾄﾞ 主な被害記録

寛　文 Ｍ 7.6
地盤沈下、田畑の流出・浸水、船舶の
破損、死者20名

 

資料：新収･日本地震史料 45)、九州東部沿岸における歴史津波の現地調査－1662年寛文・ 

1769年明和日向灘および1707年宝永・1854年安政南海道地震(1985) 46) 
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5)侵食 

日向灘沿岸は、志布志湾に面する都井岬から福島高松漁港海岸（串間市）を除き、日向灘に面する

ほぼ直線状の海岸線である。県北部及び県南部は岬間にポケットビーチ状の砂浜海岸が点在している

のに対して、耳川から青島までの県中部は、砂浜の連続する海岸である。 

これまで、過去の空中写真から、延岡港海岸、都農海岸、川南地区海岸、一ツ瀬川から青島までの

海岸及び福島港周辺における海岸において侵食が認められてきたが、近年撮影された空中写真と比較

した結果、宮崎海岸(住吉地区)以北において侵食が顕著であることが確認できた。 

また、気候変動の影響を踏まえ、海面上昇（+0.39m）に伴う海岸線後退量を砂浜海岸で概算した結

果、日向灘沿岸全体において海岸後退が懸念される。 

 

 

図－1.1.23 日向灘沿岸において近年侵食がみられる海岸 

資料：航空写真(平成13年、平成15年、平成25年、令和5～7年) 47） 
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6) 地球温暖化に伴う海面水位上昇と台風の強大化 

気候変動に関する政府間パネル(IPCC)第 5 次評価報告書を踏まえ、海岸保全を過去のデータに基づ

きつつ気候変動による影響を明示的に考慮した対策へ転換するために、令和 2 年 7 月に「気候変動を

踏まえた海岸保全のあり方」提言が国より示された。また、同年 12 月に IPCC 第 5 次評価報告書の予

測結果をもとに自然科学的知見を取りまとめた「日本の気候変動 2020」が国より公表されており、本

改訂はこれらの資料に基づき実施している。 

一方で、令和 5 年に公表された気候変動に関する政府間パネル(IPCC)第６次評価報告書によると、

世界平均海面水位は、1995～2014 年比で、今世紀末までに SSP1-1.9 の GHG 排出シナリオの場合、28

～55cm 上昇、SSP5-8.5 の場合、63cm～101cm 上昇することが予測されている。世界平均地上気温は

SSP1-1.9 シナリオの場合 1.4℃、SSP5-8.5 シナリオの場合 4.4℃上昇することが予測されている。こ

れを踏まえ、令和7年3月に公表された「日本の気候変動2025」によると、気象変動に伴い、日本付

近の個々の台風強度は強まると予測されている。 

「日本の気候変動2020」と「日本の気候変動2025」の将来予測結果は概ね同等であるものの、今後

も定期的にその時点の実績や最新の知見、予測技術に基づき、各種資料が評価報告される見込みであ

るため、海岸保全基本計画については、定期的なモニタリング結果や気候変動に関する最新の知見に

よる外力の変動傾向等を踏まえ、必要に応じて見直しを行う。 

     資料：政府間パネル(IPCC)第6次評価報告書統合報告書 48）、日本の気候変動202549） 
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⑥沿岸各市町の海岸防災対策 

1)沿岸各市町の海岸防災対策の概要 

沿岸各市町では、地域防災計画がそれぞれ作成されており、その中で様々な災害に対する予防や応

急対策等が定められている。地域防災計画の中で海岸部における防災対策に関する項目について整理

すると、表－1.1.6に示すとおりである(令和7年11月現在)。 

海岸部における津波、高潮、越波、侵食及び浸水に対する危険地区については、7の市町で指定され

ており、このうち、延岡市が26ヶ所と最も多い。また、津波に関しては、各市町において、宮崎県が

平成25年2月に策定した「津波浸水想定」による最大津波高及び津波到達時間を採用している。 

なお、各市町は、防災行政無線を災害発生の予防や応急対策のために有効な手段として位置付けて

整備を進めている。また、津波災害発生時の避難経路や避難地の確保を図るため、県が策定した「津

波浸水想定」に対応したハザードマップの作成が進められている。 

表－1.1.6 沿岸各市町の海岸における防災対策 
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2)防災行政無線等の整備状況 

ⅰ.防災行政無線の目的と分類 

津波や台風など災害発生時においては、情報を地域住民等に伝達したり、被害状況を把握すること

などが重要となるが、そのためのシステムとして防災行政無線が整備されている。 

県および、各市町村に設置されている防災行政無線は、津波や台風等の災害時において、防災、救助

及び救援、災害復旧等に関する業務を遂行する上で必要な通信を確保することを主な目的として、無

線通信ネットワークを形成している。 

また、防災行政無線は、県防災行政無線と市町村防災行政無線に分類される。 

さらに、市町村防災行政無線は、住民に一斉に情報を伝達する「同報系」と、必要な情報を機動的

に収集するための「移動系」、関係機関等と相互に密接な連絡体制を確保するための「地域防災無線」

の３つに分類される（表－1.1.7参照）。 

 

表－1.1.7 防災行政無線の分類 

防 災 行 政 無 線 

県防災行政無線 市町村防災行政無線 

 県と市町村及び防

災関係機関等の間で、

災害情報の収集と伝

達を行うことを主な

目的として形成され

たネットワーク 

同報系 移動系 地域防災無線 

 県庁や防災関係機関か

ら収集された情報や、こ

れに基づく避難勧告等の

市町村独自の判断を地域

住民に一斉に伝達するた

めに使用される。 

 現場から災害情報を市

町村役場（災害対策本部

等）に伝達したり、他の

防災関係機関の移動系無

線局との間で通信を行う

ために使用される。 

 移動系の機能を持ち

ながら、関係機関等と

相互に密接な連絡体制

を確保するために使用

される。 
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ⅱ.防災行政無線の整備状況 

沿岸各市町において、現段階で整備され、また整備が計画されている防災行政無線の状況は、以下

の表－1.1.8のとおりである。 

10 市町全てにおいて同報系の防災行政無線が整備されており、津波予報等を J-ALERT（全国瞬時警

報システム）から受信し、自動で沿岸部設置の屋外スピーカーに情報発信するシステムを構築してい

る。 

なお、沿岸各市町においては、東日本大震災以降、津波避難を促進するため、沿岸部への防災行政

無線の増設を進めている。 

表－1.1.8 沿岸各市町における防災行政無線の整備状況 

 

※表中の「自動発信」とは、J-ALERT（全国瞬時警報システム）から津波予報等を受信した場合、自動で同報系に情報を発

信する機能を示す。 

※移動局はアナログのみ 

※令和7年1月現在 

 

ⅲ.屋外スピーカーの整備状況 

同報系のシステムにおいては、親局から発信された情報は、最終的には屋外スピーカー等を通じて

地域住民に一斉に伝達される。津波の到達時間が極めて短いことから、地域住民への情報伝達が一斉

にできる屋外スピーカーは非常に重要である。 

そこで、現在沿岸に整備された屋外スピーカーによる情報の到達範囲（音達範囲）について示すと、

図－1.1.24 のとおりである。これをみると、同報系システムの整備された県内沿岸部区域では、緊急

時において地域住民等への一斉の情報伝達がほぼ可能となっていることがわかる。 
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図－1.1.24 屋外スピーカーによる音達範囲 

資料：各市町資料 50） 
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⑦関連する法規制及び諸計画等 

1)関連する法規制 

ⅰ.自然公園 

日向灘沿岸では、自然公園として、県北部に「日豊海岸国定公園」、県南部に「日南海岸国定公園」

がそれぞれ指定されている。 

日豊海岸国定公園は、長浜海岸（延岡市）部分を除く延岡市・門川町・日向市の海岸部及び延岡市

の山岳部において指定されている。 

日南海岸国定公園は、宮崎市南部（清武川以南）・日南市・串間市東部（黒井川河口付近以北）の海

岸部を中心に指定されている。 

国定公園に指定されている海岸では、複雑な海岸地形のリアス式海岸となっており、優れた景観を

形成している。 

日豊海岸国定公園では島野浦島の対岸が、日南海岸国定公園では大島付近が海域公園地区として指

定されている。 

両国定公園内のうち、特別保護地区、特別地域等において工作物の設置、木竹の伐採、土石の採取、

土地の形状変更、水面の埋立、広告物の設置等を行う場合には知事の許可（宮崎市内及び日向市内は

各市長の許可）が、また、普通地域においても一定規模を超える行為をする場合には知事への届出（宮

崎市内及び日向市内は各市町村への届出）が必要である。 

資料：土地利用規制ガイド（令和7年8月）51） 

 

図－1.1.25 日向灘沿岸に位置する自然公園 

資料：生物多様性センターHP 52）、みやざきの環境HP 53）  
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ⅱ.文化財保護 

日向灘沿岸には、高島のビロウ自生地、内海のアコウなどの天然記念物や鵜戸神宮本殿などの有形

文化財が存在するが、これらの現状変更等の行為をする場合には許可や届出が必要であり、具体的に

は次の表のとおりである。 

 

表－1.1.9 指定文化財等についての規制（許可・届出） 

 

資料：土地利用規制ガイド（令和7年8月）51）、文化財保護法 54）、みやざき文化財情報HP 55） 

 


















